
p. 1 
学業を中断している皆さん（休眠生）へ        

 

 

学業の再開について 

 

来年度（令和 3 年度）に学業を再開するためには、下記 1～３の手続きが必要です。手続

きが完了しなかった場合、来年度も休眠が継続されます。１０年連続(※)で休眠し、11 年目

に学業再開しないと本校を除籍になります。 

なお、「学業再開願」を含む案内文書を２ページ目と３ページ目にアップロードしました

ので、再開を希望する方はプリントアウトしてお使いください。メールでの受付は行いませ

んのでご注意ください。    

※昨年度から、本校を除籍となる休眠年数が延長されました。 

 

 

                 記 

 

１ 学業再開を希望する方は、２ページ目の「学業再開願」をプリントアウトして必要事項

を記入し、期限内に提出してください。なお、休眠に入って 1～４年目の方(※)には、

「学業再開願」を含む学業再開の案内文書（２ページ目と 3 ページ目と同じもの）を送

付します。 

 

  「学業再開願」の提出期限 令和３年２月１日(月)必着 （郵送または持参） 

 

注）来年度から、学業再開の案内文書郵送の対象は休眠１年目と１０年目の方のみとし

ます。 

 

２ 「学業再開願」提出者には、令和 3 年 3 月中旬に受講関係文書を送付します。諸納金・

教科書代の入金や提出書類の準備を進めてください。 

 

３ 令和 3 年 4 月 11 日（日）・12 日（月）に郡山萌世高校にて受講指導を行います。 

  この指導の受講をもって、令和 3 年度の学業再開を認められます。 

  （コロナウイルス感染状況により、受講指導日程・方法を変更する場合があります。） 

   

 

            〔連絡先〕福島県立郡山萌世高等学校 通信制の課程 教務係 

963-8002  福島県郡山市駅前二丁目１１番１号 

                電話 024-925-6432 (通信制直通) 

 



 

p. 2 

 

福島県教育委員会認可通信教育 

令和３年度  学業再開願（令和３年２月１日必着） 

提出日  月  日 

   

  令和３年度より、郡山萌世高校通信制の学業を再開したいので、学業再開願を提出いたします。 

     

 

①氏
よみ

 名
がな

        ②生徒番号            

 

③電話番号《自宅》            《携帯電話》                     

 

④現住所  ※アパート名（号・棟など）、○○方などまで詳しく書いてください。 

 

〒       －    

 

  県           

 

             

 

    最後に受講していた年度・学年・組   平成・令和   年度     年     組 

 

 

【 学業再開を希望するにあたっての注意事項 】 

学業への意志確認のため、《学業を中断した理由と現在の生活状況》《学業を成功させるための今

後の取り組み》について必ず記入してください｡ 内容や文字が高校での学習にふさわしくない場合､

再開が認められないこともありますので注意してください。 

 

   《学業を中断した理由と現在の生活状況》 

                                                 

                                                

                                                

                                                  

  

  《学業を成功させるための今後の取り組み》 

                                                  

                                                  

                                          

                                         

                                                                      



 

p. 3          受講指導について 

 

 

 令和 3 年度の受講指導は下記のように予定しています｡ 

コロナウィルス感染状況によって、日程・方法が変更になる場合もあります。 

 

                 記 

 

 期  日： 令和３年４月１１日（日）始業式・受講指導（日面生） 

                      １２日（月）始業式・受講指導（月面生） 

 時  間： ９時００分～１３時００分（予定） 

 場  所： 福島県立郡山萌世高等学校（教室は当日掲示します）  

 受講指導関係書類： ３月中旬に、「学業再開願」提出者に郵送します 

              （日程等も改めてお知らせします。） 

 

  ◎ 納入金 

      １．生徒会費・校友会費（郵便払込用紙は後日郵送します）     ８,０００円程度 

                                          
      ２．教科書・学習書・補助教材代（郵便払込用紙は後日郵送します） 

               

                                                    ２０,０００円程度 

           ＊ただし、再開する学年や、履修する科目によって代金が異なります。 

 
      ３．受講料 １単位１７０円×受講単位数  
              （受講料の徴収方法等については、後日郵送します） 

＊上記納入金の１・２については、受講指導の前に郵便払い込みをし、払込金受領証

を持参の上、受講指導を受けることになります。  

(払い込まれていない場合、受講指導は受けられません )      
                                  

 ◎ 受講指導日に持参するもの 

１．当日必要な書類 （払込金受領証２枚・「保健基礎調査票」･｢生徒カード｣など） 

２．印鑑 

３．証明写真１枚（サイズは 3 月送付文書で確認してください） ※生徒カードに添付する写真 

４．筆記具（黒のボールペン）      

      注）萌世高校では上履き（スリッパなど）は必要ありません。 

  

◆ 教科書･学習書･補助教材代について 

    教科書・学習書・補助教材は､改訂等により以前と変わっている場合、新たに購入します｡ 

 

 

 

 

 


